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Ａ．研究目的 

疾病による突然の死や事件・事故による死では、

その事象が急激に起こるため、家族はこれを受容

することが困難である。その結果、悲嘆反応が長期

化し、PTSDに至る例も多いという。わが国では 2004

年に犯罪被害者等基本法が制定され、犯罪被害者

及びその家族・遺族の精神的健康の回復が国家的

責務として掲げられた。しかし、前記のように突然

に家族を失った家族に対しては、未だ十分な配慮

がされていない。これらは異状死に該当するが、異

状死に対しては司法警察員である警察官が事件性

を調べ、その後、死体検案を担当する医師が診断を

行う。そして、事件性あるいはその疑いがある例や、

死因が不明な例に対しては法医解剖が行われる。

したがって、死体検案や法医解剖により死因が決

定され、ご家族に説明を行う際に、遺族に対する心

のケアを行う必要がある。一方で、医療従事者をは

じめとした関係者が、家族への配慮のない対応を

行うことで、さらに PTSDを発症することがあると

いう。すなわち、十分に家族の心情に配慮した対応

を行うことが求められる。また、われわれの調査で

は、家族の死亡から長期間経ても、同様の事故や事

件が起こる度に家族の死を思い出すなど、悲嘆反

応が長期的に遷延することがわかった。したがっ

て、心のケアは、家族の死の直後だけではなく、長

期的に必要に応じて実践されるべきと考えた。そ

こで、これらの課題を克服し、外因死で家族を失っ

た人に対する精神的健康が維持できる体制を構築

し、運用できたので報告する。 

Ｂ．研究方法 

１．遺族のための相談窓口開設と遺族へ必要なケ

アを長期的に実施できる体制の構築

初年度の研究で、滋賀医科大学社会学講座法医

学部門内に電話回線を開設し、法医実務に携わる

スタッフが平日の日中に対応できる体制を整えた。

また、相談窓口の連絡先を含め、詳細な手続きを分

かり易く記載したパンフレットを作成した。これ

に基づいて、平成 29年 4月 1日以降、県内の外因

死者遺族に対して、死体検案時後に遺族に対する

説明を行い、その際にパンフレット（「事件・事故、

自死でご家族を亡くされた方へ 心のケア相談窓

口」，添付資料 1）を配布して、相談窓口を適宜利

用できることを説明した。また、電話相談があった

際には、相談を受けたスタッフがその問題点を理

解し、県の精神保健福祉センターあるいは被害者

対策支援センター等に連絡を行い、遺族が必要と

するケアが受けられるようにした。

研究要旨：事件・事故・自死によって突然家族を失った外因死者遺族に対し、長期的に心のケアが実

施できる体制を構築し、運用を行った。さらには、関係者に対してケアの質向上を目的とした啓発・

教育を実施した。先ず、県内の外因死者遺族には、死因の説明時に心のケアに関するパンフレットを

配布した。そして、滋賀医科大学社会医学講座法医学部門に開設された心のケア相談窓口に、いつで

も電話できる体制を整えた。9件の具体的な相談と 2件の謝意が寄せられ、適宜、精神保健福祉セン

ターと犯罪被害者支援センターとの連携を行って専門的な心のケアが実践された。また、1件では相

談窓口から定期的な体調変化の伺いを希望され、6か月間フォローされた。外因死者遺族に対する心

のケアは、地域の関係機関による連携によって実施できるため、県内で遺族と接する関係者が参加で

きる研修会を滋賀県法医会などの主催で実施した。また、医師が遺族の心情に十分配慮した説明がで

きるよう、医師会の主催による研修会を郡市医師会単位で実施した。さらに、県の総合防災訓練にお

いて、検視・死体検案・遺族対応訓練を行った。外因死者遺族が孤立せず、急性期から長期的に心の

ケアを受けることができるシステムと、関係者の質向上に向けた取り組みが確立された。本取り組み

は、地域社会の行政や関連団体の有機的な連携があってこそ実施できるものであり、今後も継続して

いきたい。

15



２．法医実務者と心のケア担当者の連携体制構築 

死体検案や法医解剖に携わる担当者、相談窓口

担当者、心のケア担当者及びその他の支援担当者

が有機的に連携でき、遺族に対してシームレスな

ケアができるように定期的な連絡会を開催した。

３．質向上を目指した関係者への教育と心のケア

実践システムについての啓発・訓練

死亡直後に遺族と接する医師、警察官等へ遺族感

情を考慮した接し方の教育と心のケアの重要性に

関する教育・啓発活動を行った。また、大規模災害

による死者も外因死者であるので、死体検案が行わ

れる。平時と異なり特殊な環境であることから、災

害時に遺族と対応する状況を前提とした訓練を行

った。 

（倫理面への配慮） 

本研究の実施にあたっては、滋賀県立精神保健福祉

センターの倫理委員会の承認を得た。

Ｃ. 研究結果 

１．遺族のための相談窓口開設と遺族へ必要なケ

アを長期的に実施できる体制の構築

平成29年における滋賀県内の異状死体数は1638

体であり、うち外因死は524体であった。わが国の

統計が1月～12月の集計となっているため、年度に

よる詳細数は明らかにできないが、約500人の死者

遺族が本取り組みの対象となった。死体検案で手

続きを終了する例では、検案終了時に遺族に対し

て前記パンフレットを手渡した。また、当該年度に

おける滋賀県の法医解剖数は139であり、うち、外

因死は89例であった。これらについては、執刀医が

直接遺族に説明を行い、同様にパンフレットを手

渡した。 

1) 相談事案について

窓口への相談事例であるが、具体的な相談に至

ったのは9件であり、2件では謝意を頂いた。概要を

以下に示す。 

① 自死後に法医解剖された方の家族。家族の自死

のことで悩んでいるとのこと。精神的なケアを

希望されたので、精神保健センターへ連絡した。

その後、医師の診察を受けている。

② 外因死で死体検案された方の家族。家族の一人

が以前から精神疾患に罹患していたが、家族の

死によって状態が悪化したようなのでケアを受

けたいとのこと。精神保健センターへ連絡後、

医師の診察を受けている。

③ 交通事故後に法医解剖された方の家族。所定の

手続きを踏んで書類を提出したが、十分な保険

金が受け取れずに納得がいかないとのこと。直

接お話を伺い、保険会社への申し立て方法につ

いて説明した。後日、保険会社から照会があり、

これにも対応した。

④ 突然死して、解剖された方の家族。死者の兄弟

にもこのようなことが起きるのではないか不安

であるとのことであった。執刀医が突然死につ

いて詳細に説明し、求めに応じて遺伝外来を紹

介できる旨お話しすることで、不安が払拭され

たようであった。 

⑤ 突然死して、法医解剖された方の家族。剖検直

後に説明を受けたが、家族の死のことで悩み、

どうしようもなくなったため、疑問に思うこと

を執刀医に再度相談したいとのことであった。

後日、犯罪被害者支援センターの相談員に付き

添われ、遺族が執刀医と面会し、様々な相談に

応需した。遺族は納得して帰宅された。

⑥ 司法解剖の結果を説明したが、後日、詳細な点

について知りたいとの質問があった。再度、執

刀医が細かく説明し、納得された。

⑦ 3年前に家族が県内で事故死した件で、悩んでい

るとの相談であった。法医解剖はされずに死因

が決定されていた。事件性の有無の判断につい

て納得がいかないようであった。死因について

は納得されていることを確認したうえで、当該

司法当局に対応を依頼した。

⑧ 県外の方から、家族が死亡した件について納得

がいかず、悩んでいるとのこと。当該警察によ

る死因究明の過程に納得がいかない点があると

いう。本取り組みは滋賀県内を対象としている

故、当該県警察に相談するようにお話しした。

⑨ 県外の方から、家族が死亡した後から精神的に

不安定になっており、ケアを望むとのこと。本

取り組みは滋賀県内を対象としている故、当該

県警察に相談するようにお話しした。

⑩ 相談窓口へのお礼。法医解剖を受けたご家族か

ら。執刀医が解剖後に行った説明について、改

めて御礼の言葉を頂戴した。執刀医が「意識を

失い、そのまま亡くなった、苦しまなかったで

あろう」という言葉で、多少安堵したとのこと。

⑪ 相談窓口へのお礼。法医解剖を受けたご家族か

ら、執刀医が解剖後に行った説明について、改

めて御礼の言葉を頂戴した。「どうしてという思

いは残りますが、内容については受け止めまし

た。分かりやすい説明をありがとうございまし

た」とのこと。

2) 「電話による体調変化のお伺い」制度

法医解剖される例では、事象が複雑であること

や、さらに煩雑な手続きを要することが多い。その

ため、心身ともに疲弊する遺族が多い。滋賀医科大

学社会医学講座法医学部門では、法医解剖終了後

に執刀医から遺族へ直接説明が行われるが、その

際に、相談窓口からの、「電話による体調変化のお

伺い」を希望するか確認している。すなわち、相談

窓口の担当者から希望のある遺族に対して、解剖

日から1ヵ月後、3か月後及び6か月後を目途に、心

身の異変がないかを電話で確認する。そこで、何ら

かの問題があれば、前記のように関係機関へ連絡

される。 
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今回は、1遺族が、窓口からのお伺いを希望され

た。同居していた80歳代の夫婦であるが、夫が山林

内で不慮の外因死となった。高齢の妻が独り遺さ

れたことになり、夫の死亡直後から大きな精神的

打撃を受けていた。そして、電話による体調変化の

お伺いを希望された。1か月後、3か月後及び6か月

後に連絡をとったが、他の家族のサポートや本人

の状態を勘案して、その後の連絡は不要となった。 

２．法医実務者と心のケア担当者の連携体制構築 

死体検案や法医解剖に携わる担当者、相談窓口

担当者、心のケア担当者及びその他の支援担当者

による連絡会を3回実施した。各事例に対して具体

的な対応方法や現在のフォローアップ状況などが

報告され、関係者の対応と連絡方法について関係

者間でのpeer reviewが行われた。特に、若年者の

自死事例では家族の精神的ショックが大きく、連

携機関である精神保健福祉センターが専門的な心

のケアを実践した。 

３．質向上を目指した関係者への教育と心のケア

実践システムについての啓発・訓練 

死亡直後に遺族と接する関係者に対して、遺族

感情を考慮した接し方の教育と心のケアの重要性

に関する啓発活動及び訓練を行った。以下のよう

に、それぞれ参加者の属性を考慮した取り組みが

された。 

1) 滋賀県医師会を通した取り組み

滋賀県死因究明等推進協議会が2016年3月に知

事に提出した第一次提言内に、「死亡診断を行う一

般医師の資質向上を行う（課題4）」、「死体検案、身

元確認等に従事する医師・歯科医師の資質向上を

行う（課題5）」、「死体検案に従事する医師を確保し、

継続的に検案に従事する医師が充足できるように

する（課題7）」と明記されたことを受け、滋賀県医

師会では、死体検案を行う医師の資質向上を図る

研修会を企画した。すなわち、県内の8郡市医師会

で医師を対象に研修会を行い、遺族に対する説明

の重要性、心のケアへの取り組み、そして相談窓口

の運用について概説した。 

2) 警察官・司法修習生への啓発

医師だけでなく、関係者が可能な限り遺族に情

報を提供して、分かり易い説明を行わなければな

らない。この点についても、滋賀県死因究明等推進

協議会の第一次提言内で、「死因究明等により得ら

れた情報の遺族等に対する説明を促進する（課題

20）」と明記されている。これに基づき、外因死者

遺族への説明の重要性と二次被害について、警察

官や司法関係者が留意すべき点を概説した。すな

わち、平成29年7月に行われた県警察検視専科で警

察官に対して、さらに、平成30年2月に行われた大

津地方検察庁司法修習で、司法修習生に対して講

義を行った。 

3) 関係者を対象とした研修会・訓練

滋賀県では、検視、死体検案、法医解剖などに携

わる関係者が自己の研鑽を図る目的で、滋賀県法

医会が年に2回開催されている。平成29年度の第一

回目が8月に行われ、心のケア相談窓口の運用につ

いて、及び大規模災害時の訓練と遺族対応につい

て概説し、理想的な対応方法について話し合った。

また、第2回目が平成30年3月に行われ、「事件、事

故、自死で家族を亡くされた方への支援を考える」

と題したシンポジウムを開催した。そして、外因死

者遺族の心のケアや関係者教育に関する法的基盤

については、犯罪被害、事故、自死で大きく異なる

ことが確認されたが、外因の種類を問わず支援が

必要であることが改めて強調された。 

さらに、平成29年9月に県内において、滋賀県総

合防災訓練が実施されたが、その際に検視・死体検

案・遺族対応訓練を行った。これについても、滋賀

県死因究明等推進協議会の第一次提言内で、「大規

模災害時に適切な対応がとれるよう、死因究明等

に携わる関係者が横断的に参加できる訓練を定期

的に実施する（課題11）」と明記されていることに

基づく。黒タグをつけられた遺体が検視・検案受付

に搬送されるところから訓練が開始されたが、警

察官による死体の調査・検視、医師による死体検案

が行われた。そして、遺族対応のロールプレイ訓練

を行った。 

4) 一般市民への情報公開

家族の死に対して十分な情報が提供されないこ

と、制度や運用体制についての説明が不足してい

ることが、遺族の悲嘆反応の遷延や気持ちの整理

ができないことにつながる。特に外因死例では、背

景にある制度に基づき、さまざまな関係者が遺族

と接することになる。したがって、家族が外因死し

た際などにおける手続きについて、県民に分かり

易く公開した。すなわち、滋賀県健康医療福祉部の

協力により、滋賀県ホームページ内に、「死因究明

って何？」という欄を新設した。そして、その中に

は、「どうして死因を明らかにしないといけない

の？」、「原因不明の突然の死亡、事件・事故・自死

等による予期せぬ死亡の際には、どのようなこと

が行われますか？」と、誰がどのような手続きを行

うかについて、Q＆A方式で分かり易く概説した。 

Ｄ．考察 

今回の大きな成果は、家族の死に直面した急性

期から必要に応じて継続的に心のケアが受けられ

る体制が構築されたことである。まず、家族を失

った直後であるが、死亡原因や死に至った機序を

分かり易く遺族に説明することが重要である。こ

れにつては、平成 26年 6月に内閣府が公表した

死因究明等推進計画の中で、「死因究明等により

得られた情報の遺族等に対する説明の促進」とし

て明記されている。滋賀県では死因究明等推進協

議会（会長は一杉）が平成 28年 3月に知事に提

出した第一次提言においても、遺族へのケアを進
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めることが明示され、その具体的な取り組みが開

始された。一杉らが法医解剖に賦された人の遺族

を対象に行った先行研究によると、法医解剖後に

執刀医が死因に関する説明を丁寧に行って質疑に

応じ、遺族の気持ちを傾聴することで、34.6％の

遺族が「悲しみは大きいが説明を聞き、死を受け

入れることができた」と感じていた。また、説明

を聞いた遺族の 24.2％が「苦しまなかったような

のでまだ良かった」、14.7％が「死因がわかって

良かった」と、自らを納得させていたことが分か

った。したがって、死因や死に至る機序を明らか

にし、これを家族に説明することで、家族の悲嘆

を癒せると考える。今回の取り組みでも、解剖か

らしばらく経た後に、担当者からの詳しい説明に

謝意を寄せていた。このように、急性期に外因死

者遺族に対して適切な対応を行うことが、まず重

要である。 

次に、心のケア相談窓口の開設と運用である。

前記のとおり、相談窓口が円滑に運用できるよう

に、電話番号はパンフレットにのみ記載し、その

パンフレットは遺族へ手渡している。一方で、平

成 29年 4月 3日の産経新聞、7月 13 日の中日新

聞で今回の取り組みが紹介され（添付資料 2～

3）、また、医学雑誌を通じて各医療機関にも、こ

の取り組みが広報された（添付資料 4）。その結

果、滋賀医科大学に直接連絡して相談に至る例が

あった。特に事例④及び⑤は、外因死例ではなく

内因性の突然死例である。乳幼児を含めた若年者

の突然死など、病死が原因である例でも、遺族の

悲しみは大きい。そして、これら遺族に対しても

心のケアを行うシステムがないことも同様であ

る。したがって、本相談窓口の対象を異状死者遺

族に拡大することが望ましいと考える。滋賀県死

因究明等推進協議会の第一次提言内に、「死因究

明に関する制度の情報公開を推進し、死因究明等

に関する相談窓口を設置する（課題 19）」と明記

されていることから、将来は、すべての異状死者

遺族が相談できる窓口へと発展できるような整備

が求められよう。ところで、先行研究でも、突然

に家族を失った方の悲嘆反応は長期間続くと指摘

されている。特に、同様の事案が報道されたと

き、家族の命日に近づいたときなど、ふとしたこ

とで悲しみが起こり、心身の不調につながるとい

う。したがって、いつでも相談できる窓口がある

ことは、遺族の駆け込み場所になり、早急な対応

が可能になる。さらに、日頃からの安心につなが

るものである。したがって、この相談窓口が継続

的に運用されることが重要である。事例⑧及び⑨

は滋賀県外の方からの相談であった。本システム

は、後記のとおり滋賀県内の関係部署が連携した

ことで運用に至った。したがって、県外からの問

い合わせには応需できない。しかし、このような

取り組みがわが国全体で求められていることを、

改めて痛感した。また、体調変化のお伺いを希望

された事例は、高齢者のみの世帯であり、伴侶の

死によって独り遺された方のケアであった。当該

年度では 1例のみの希望であったが、今後、さら

に高齢化や核家族化が進むことで、同様例に対す

る対応は増加すると予想される。 

なお、本取り組みについて、内閣府の死因究明

推進室でも注目して頂いたこと、他県医師会から

相談窓口についての問い合わせがあったことを附

言する。 

連携体制の構築であるが、地域精神保健福祉の

専門機関である精神保健福祉センターが遺族の心

のケアを担当した。また、犯罪被害者支援センタ

ーが、その他の部分を補うことで、誰かが遺族と

寄り添い、決して遺族を孤立させない状況を構築

できた。そして、関係機関が有機的に連携するこ

とで、必要な情報を共有できた。精神保健福祉セ

ンターの支援スタッフは精神保健医療福祉の知識

を持った看護師、保健師、臨床心理士、精神保健

福祉士、精神科医の多職種からなるが、死因につ

いて説明を行った医師と情報共有ができ、円滑な

支援を行うことができた。なお、自死遺族に対し

ては、家族の死亡直後から慎重な対応を必要とす

ることが分かり、前記のシンポジウムにおいて

も、自死遺族に特化した対応について知識を深め

た。

平素の連携が特に活かされるのが、大規模災害

時の対応である。今回行った訓練は、日頃行って

いる遺族への心のケアが、災害時にも例外ではな

いことを念頭に、その実施体制を確認した。この

ような訓練は、いつ発生するかわからない大規模

災害において、急性期からの心のケアを円滑に行

ううえで重要と考えられた。今回の訓練を通し

て、いくつかの問題点が明らかになった。第一

に、発見時の詳細な状況が検案担当者に伝えられ

なかったということである。災害現場で被災者を

発見した後に救護所へ搬送されるが、トリアージ

および死亡確認を経て、死体検案場所まで搬送さ

れた。すなわち、発見現場で活動した者から、直

接検案担当者に情報が伝達されることはなく、最

低限の内容が記載された用紙が遺体に携行される

のみであった。したがって、死体検案時の情報不

足につながること、発見時の状況を知りたいとい

う遺族の希望に十分対処できないことにつながっ

た。第二に、遺族説明の担当者が、検視や死体検

案の担当者でなかったため、内容に関する詳細な

質問に十分対応できなかったということである。

家族の急な死に直面した遺族は、最期を知りたい

という気持ちを多く持つ。すなわち、発見時の状

況、死因、死亡時刻、死者が受けた損傷などにつ

いての情報である。災害急性期のグリーフケアで

は、これらの情報を正確に遺族に伝える必要があ

る。本来ならば死体検案を行った医師自らが遺族
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への説明を行うが、大規模災害では死体検案や身

元確認を行う医師が不足するため、遺族に説明を

行う担当者が、死者に関する情報を得たうえで遺

族に接するべきであると考えた。これらの点を考

慮して、来年度も訓練を継続してきたい。 

最後に、関係者の質向上と有機的な連携につい

てである。主として病院で死亡する予期された死

（ふつうの死）に対しては、診療を行ってきた医

師が対応するため、家族との対応も比較的円滑に

行われる。しかし、今回対象となる外因死では、

警察官や、家族と初めて接する死体検案医や解剖

医が関係することになる。したがって、遺族の理

解が深まるように配慮した説明が求められる。今

回は、遺族の心のケアに多少なりとも関係するス

タッフが一同に会して研鑽を深める機会が設けら

れた。特に、家族の死亡から間もない時に遺族と

接する関係者の対応が重要となる。これについて

は、相談事例とともに、医師の説明に対して謝意

を表して下さった例があることからもわかる。適

切な説明や対応によって、遺族の悲嘆反応を軽減

できたということであり、先行研究結果とも一致

した成果である。特に滋賀県では、医師会が死体

検案の重要性を深く理解し、関係者に研鑽の機会

を提供したこと、遺族に対する心のケアが重要で

あることが様々な研修会で強調されていること

は、今後、このような取り組みが継続するうえ

で、十分役立つと考える。その背景には、「滋賀

県法医会」が医師会の下で活動を行っているが

故、死体検案や警察業務に関係する医師らの研修

を有効活用できたことによる。さらに、滋賀県の

ホームページに死因究明について明示できたこと

は滋賀県の協力を得たことによる。これらについ

ては、一杉が滋賀県死因究明等推進協議会の会

長、滋賀県法医会の会長として、滋賀県健康医療

福祉部、滋賀県警察本部、滋賀県医師会等との連

携体制を構築できていたことに依る。このような

活動は、地域社会の行政や関連団体の協力があっ

てこそ実施できるものであり、今後も地域におけ

る有機的な連携体制を強固にしていきたい。

今回の取り組みは、県内における外因死者遺族

に対して急性期からの心のケアを長期的に行うも

のであり、本邦で初の取り組みである。このよう

な取り組みが周知され、その重要性が認識される

とともに、全国に拡大されることを願っている。 

Ｅ．結論 

外因死者遺族に対して、急性期から関係者が遺

族の心情に配慮した対応を行うとともに、心のケ

ア相談窓口を開設し、遺族がいつでもアクセスで

きる体制を整えた。さらに、精神保健福祉センタ

ーが遺族の心のケアを担当した。また、犯罪被害

者支援センターが、その他の部分を補うことで、

誰かが遺族と寄り添い、決して遺族を孤立させな

い状況を構築できた。地域における有機的な連携

体制に基づくこのような活動を、今後、異状死者

遺族全体に広げていきたい。 
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何

度
も
思
い
出

さ
れ

る

・
怒

り
が

こ
み

あ
げ
る

こ
の

よ
う
な
こ
と
は

、
自
然

な
反
応
で
あ
り
、
誰

に
で
も
起

こ
る
こ
と
な
の

で
す
。

一
人

で
抱

え
こ
ま
ず
、
心

の
ケ
ア
相
談

窓
口
に

ご
相

談
下

さ
い
。

大
切
な
人
を
亡
く
さ
れ
、
い
ろ
い
ろ
な
お
悩
み
や

こ
ま
り
ご
と
は

あ
り
ま
せ
ん
か
？

そ
ん
な
と
き
は
、
ど
う
ぞ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。


滋
賀
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
で
、
ゆ
っ
く
り

お
話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。


事
件
で
ご
家
族
を
亡
く
さ
れ
た
方
に
は
、
必
要
と

さ
れ
る
支
援
が
受
け
ら
れ
る
窓
口
を
ご
紹
介
し
ま

す
（
お
う
み
犯
罪
被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
）
。

心
の

ケ
ア
相

談
窓

口

（
滋

賀
医
科

大
学
社

会
医
学

講
座
内

）

心
の

ケ
ア

（
滋

賀
県
精

神
保
健

福
祉

セ
ン
タ
ー
）

法
律

相
談

・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

（
お
う
み

犯
罪

被
害

者
支

援
セ
ン
タ
ー
）

事
故

・
事

件
、
自

死
で
ご
家
族

を
亡

く
さ
れ

た
方

起
こ
る
か
も
し
れ
な
い
心
と
体
の
変
化

大
切
な
人
を
失
う
と
、
心
と
体
に
さ
ま
ざ
ま
な
変
化
が
起
こ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ひ
と
り
ひ
と
り
、
そ
の
内
容
や
起
こ
る
時

期
は
異
な
り
ま
す
。
そ
し
て
長
く
続
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

•
シ

ョ
ッ
ク

：
頭
の

中
が
真

っ
白
に

な
る

•
悲

し
み
：

悲
し
い

、
つ
ら

い

•
後

悔
と
罪

悪
感
：

家
族
の

死
は
自

分
に
責

任
が
あ

る
の

で
は
と
思

う

•
怒

り
：
突

然
家
族

を
奪
わ

れ
た
こ

と
に
怒

り
を
覚

え
る

•
不

安
：
こ

れ
か
ら

、
今
ま

で
ど
お

り
生
活

で
き
る

か
分

か
ら
な
い

•
混

乱
：
考

え
が
ま

と
ま
ら

な
い
。

ど
う
し

て
い
い

か
分

か
ら
な
い

•
眠

れ
な
い

•
朝

、
起
き

る
の
が

つ
ら
い

•
体

が
だ
る

い

•
食

欲
が
な

い

•
胃

腸
の
調

子
が
わ

る
い

•
息

苦
し
く

な
る

•
涙

が
止
ま

ら
な
い

心
の
変
化

体
の
変
化

・ ・ ・
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